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奥野苑デイサービスセンター（介護予防・日常生活支援総合事業指定第一号通所事業）運営規程 

 

平成１８年４月１日制定 

一部改正 令和５年１月１日施行 

 

（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人城ヶ崎いこいの里（以下｢法人｣という。）が開設する奥野苑デイ

サービスセンター（第一号通所事業）（以下｢事業所｣という。）は、利用する者（以下

｢利用者｣という。）に対し、介護予防・日常生活支援総合事業指定第一号通所事業（介

護予防通所介護相当サービス）（以下｢サービス｣という。）を提供する。 

２ この事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）事業所名 奥野苑デイサービスセンターとする。 

（２）所 在 地 伊東市荻７７２番地の１とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 事業所は、第１３条に定める個別サービス計画に基づき、利用者が可能な限り

その居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう

にすることを目指す。 

２ 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常にその利用者の立場に立ってサービ

スを提供する。 

３ 事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて必要な日常生活

上の世話及び機能訓練を行うことにより、社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持

並びにその家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。 

４ 事業所は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営

を行い、関係各機関との密接な連携に努める。 

 

（定員） 

第３条  事業所の定員は、３０名とする。 

２ 事業所は、定員を超えてサービスの提供を行ってはならない。 

 

（営業日及び営業時間） 

第４条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

（１）営業日  月曜日から土曜日までとする。ただし、１２月３０日から１月３日ま

でを除く。 

（２）営業時間 午前８時００分から午後５時００分までとする。 

（３）サービス提供時間 午前９時００分から午後４時１５分までとする。 
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（４）サービス延長の有無  午後４時１５分以降の延長は行わない。 

 

（事業の実施地域） 

第５条 通常の事業の実施地域は、伊東市の区域とする。 

 

（従業者の職種及び員数） 

第６条 事業所は、次の従業者を置く。 

（１）管理者       １名（常勤） 

   （同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する者と兼務可） 

（２）生活相談員     １名以上 

（３）介護職員      ４名以上 

（４）看護職員      １名以上 

（５）機能訓練指導員   １名以上 

２ 業務の実状に応じ、必要な従業者を置くことができる。 

 

（従業者の職務） 

第７条 前条に定める従業者の職務は、次のとおりとする。 

（１）管理者は、事業所の運営管理及び業務の統括をする。  

（２）生活相談員は、管理者の命を受けて利用者の生活相談及び家族、関係各機関との 

連絡調整に従事する。 

（３）介護職員は、管理者の命を受けて利用者の介護に従事する。 

（４）看護職員は、管理者の命を受けて利用者の保健衛生及び看護に従事する。 

（５）機能訓練指導員は、管理者の命を受けて利用者の機能訓練に従事する。 

 

（勤務体制の確保等） 

第８条 事業所は、利用者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、従業

者の勤務の体制を定めておく。 

２ 事業所は、その事業所の従業者によってサービスを提供する。ただし、利用者への

サービスに直接影響を及ぼさない業務については、この限りではない。 

３ 事業所は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保する。 

 

（重要事項の説明及び契約の締結） 

第９条 法人は、利用が決定した者等に契約内容及び重要事項を説明し、同意を得た上

で奥野苑デイサービスセンター利用契約書を交わす。 

 

（サービスの内容及び利用料） 
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第１０条 サービスの内容は、第１３条に定める個別サービス計画に基づき、送迎、入

浴・排泄・食事等の介護、相談及び援助、その他日常生活上の世話、機能訓練及び健

康管理等とする。 

２ 利用料は、伊東市長が定める額とする。ただし、法定代理受領サービスである場合

は介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合とする。また、第一号事業支給

費の支給の範囲を超えた部分のサービスについては全額自己負担とする。 

 

（サービス対象外の内容及び利用料） 

第１１条 サービス対象外の内容は、利用者等との合意に基づき、次のとおりとする。 

（１）食事及びおやつの提供 

（２）日常生活用品の提供 

（３）その他のサービス 

２ 利用料は、別紙１のとおりとする。 

 

（サービスの取扱方針） 

第１２条 事業所は、利用者の要支援状態、または要介護状態となることの予防に資す

るよう、サービスを適切に行う。 

２ 事業所は、サービスが漫然かつ画一的なものとならないよう配慮する。 

３ 従業者は、懇切丁寧を旨とし利用者またはその家族等に対しサービスの提供方法等

について、理解しやすいように説明を行う。 

４ 事業所は、提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。 

 

（個別サービス計画の作成等） 

第１３条 事業所は、次の事項に留意して個別サービス計画を作成する。  

（１）利用者の日常生活全般の状況、心身の状況及び希望を踏まえ、利用者の介護予防

サービス支援計画書または介護予防支援計画表及び評価シート（以下「介護予防プ

ラン」という。）の内容に沿って、第一号通所事業サービスの目標、その目標を達

成するための具体的なサービスの内容等を記載した個別サービス計画を作成する。 

（２）既に介護予防プランが作成されている場合は、その内容に沿って作成する。 

（３）内容について利用者またはその家族等に対して説明し、利用者の同意を得る。 

（４）個別サービス計画を利用者に交付する。 

（５）個別サービス計画の作成後、その個別サービス計画の実施状況の把握を行い、必

要に応じて変更を行う。 

 

（介護） 

第１４条 事業所は、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の
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心身の状況に応じて、適切な技術を以って次のように介護を行う。  

（１）適切な方法により、入浴または清拭を行う。 

（２）適切な方法により、排泄の自立について必要な援助を行う。 

（３）おむつを使用せざるを得ない利用者については、おむつを適切に交換する。 

（４）整容等の介護を適切に行う。 

（５）利用者の負担により、事業所の従業者以外の者による介護を受けさせない。 

 

（食事） 

第１５条 事業所は、栄養及び利用者の心身の状況に応じて、次のように食事を提供す

る。 

（１）嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供する。 

（２）１年に 1回以上嗜好調査を行う。 

 

（相談及び援助） 

第１６条 事業所は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等を的確に把握

し、次のように相談及び援助を行う。 

（１）利用者またはその家族等に対し、相談に適切に応じるとともに必要な助言その他

の援助を行う。 

（２）常に利用者の家族等との連携を図るよう努める。 

（３）教養娯楽設備を備えるとともに、レクリエーション等の行事を行う。 

 

（機能訓練） 

第１７条 事業所は、利用者に対しその心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必

要な機能を改善し、その維持のための訓練を行う。 

 

（衛生管理等） 

第１８条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備または飲用水について、

衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずる。 

２ 事業所は、事業所内において感染症の発生、または蔓延防止に必要な措置を講ずる

よう努める。 

３ 事業所は、事業所の内外を常に清潔にし、１年に１回以上消毒する。 

 

（留意事項） 

第１９条 利用者は、次の事項に留意しなければならない。 

（１）事業所が定めた諸規律を守るとともに、他人に迷惑を及ぼし集団生活を乱すよう

な言動をしないこと。 
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（２）保健衛生上、事業所内で提供する物以外は飲食しないこと。 

（３）指定された場所で、喫煙すること。 

（４）金銭や貴重品は、原則として所持しないこと。 

（５）その他、事業所の意向に反する行為をしないこと。 

２ 事業所は、サービスの実施及び安全衛生上若しくは、管理上の必要がある場合には、

相当な処置をすることがある。 

 

（禁止行為） 

第２０条 利用者は、次の行為をしてはならない。ただし、管理者が場所、時間等を指

定して許可した場合にはその限りではない。 

（１）火気を使用すること。 

（２）危険物及び有害物を持ち込むこと。 

（３）施設、設備及び備品等を壊したり汚したりすること。 

（４）他の利用者または従業者の生命、身体、財物及び信用等を傷つけること。 

（５）迷惑をかけるような宗教活動、政治活動及び営利活動等をすること。 

（６）迷惑をかけるような楽器の演奏等をすること。 

（７）その他良識を欠く行為をすること。 

  

（損害賠償） 

第２１条 利用者は、故意または重大な過失によって、他の利用者及び従業者等に損害

を与えた時は、その損害を賠償しなければならない。 

２ 利用者は、故意または重大な過失によって、建物、設備及び備品等に損害を与えた

時は、その損害を弁償、または現状に回復しなければならない。 

 

（サービスの提供の記録） 

第２２条 事業所は、サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等

を記録する。 

 

（掲示） 

第２３条 事業所は、事業所の見やすい場所に運営規程の概要、従業者の勤務の体制、

利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。 

 

（秘密保持） 

第２４条 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族等

の秘密を漏らしてはならない。 

２ 事業所は、従業者であった者が正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者また



 

6 
 

はその家族等の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 事業所は、サービス担当者会議等に対して、利用者等に関する情報を提供する際に

は、あらかじめ文書により利用者等の同意を得ておかなければならない。 

４ 事業所は、利用者またはその家族等の個人情報を、サービス提供以外の目的に使用

してはならない。 

 

（緊急時の対応） 

第２５条 事業所は、サービスの提供を行っている時に、利用者の心身の状態に急変が

生じた場合、その他必要な場合には、速やかに主治医または協力医療機関等への連絡

を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

 

（事故発生時の対応） 

第２６条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、そ

の利用者の家族等、市町及びその利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとと

もに、必要な措置を講ずる。 

２ 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録する。 

３ 事業所は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合に

は、損害賠償を速やかに行う。 

 

（苦情処理） 

第２７条 事業所は、別に定める社会福祉法人城ヶ崎いこいの里苦情処理規程により、

利用者及びその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応する。 

 

（非常災害対策） 

第２８条 事業所は、別に定める社会福祉法人城ヶ崎いこいの里防災対策規程により、

地震その他の災害による被害の防止及び軽減に努める。 

 

（契約の解除） 

第２９条 利用者または事業所は、次の各号に該当するときは、契約を解除することが

できる。 

（１）利用者の要介護認定区分が非該当（自立）と認定され、且つ事業対象者にも該当

しないとき。 

（２）利用者が死亡したとき。 

（３）利用者が介護保険施設へ入所又は入院したとき。 

（４）利用者または家族等から契約の解除の申し出があったとき。 

（５）利用者が重要事項説明書に定める禁止事項に該当したとき。 



 

7 
 

（６）その他、契約を継続することが適当でない特別な理由が生じたとき。 

２ 利用者は、契約の解除を希望する日の７日前までに申し出る。 

３ 事業所が都合により契約を解除するときは、契約を解除する日の１５日前までに利

用者に文書で通知する。 

 

（委任） 

第３０条 事業所は、この規程に定めるものの他、事業所の運営に関する事項について

理事会の承認を得て別に定める。 

 

附 則 

１ この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ 奥野苑デイサービスセンター（指定介護予防通所介護）事業所運営規程は、平成１

８年３月３１日廃止する。 

附 則 

この規程は、平成２３年２月１２日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２３年３月２０日から施行する。 

附  則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２６年３月２０日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成３０年２月２１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和３年６月１０日から施行する。ただし、この規程の改正後の第２９

条第１項各号は、令和３年４月１日から適用し、この規程の適用の日から令和６年３月

３１日までの間、規定中「講じるものとする」とあるのは「講ずるように努めるものと

する」とする。 

   附 則 

 この規程は、令和５年１月１日から施行する。 



別紙１ 
 

サービス対象外の内容及び利用料 
 
 
サービスの内容 利用料金 
  
（１）通常の事業の実施時間外の利用 利用時間に応じて厚生労働大臣が定

めた額を基準とし、単位数単価に 
１０を乗じた額とする。 

  
（２）食事及びおやつの提供 ６００円とする。 
  
（３）日常生活用品の提供 日常生活品の実費とする。 
  
（４）その他サービス 利用者等と合意をとった上で実費と

する。 
  
  
 
 
 
 


